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Ⅰ はじめに 

 
１ 目的 

  このマニュアルは、栃木県ＤＭＡＴ運営要綱（以下「ＤＭＡＴ運営要綱」という。）

及び栃木県ＤＭＡＴ運用計画（以下「ＤＭＡＴ運用計画」という。）に基づき活動する

災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）に関して、派遣要請に係る具体的な

手順等を定め円滑な運用を図ることを目的とする。 
 
 
 
 
 
 
２ 関係機関 

（１） ＤＭＡＴ指定病院     資料１のとおり 
（２） 県関係機関      資料２のとおり 
（３） 災害拠点病院      資料３のとおり 
（４） 消防機関      資料４のとおり 
（５） ドクターヘリ基地病院     資料５のとおり 
  
３ ＤＭＡＴの概要 

（１） ＤＭＡＴ 

ＤＭＡＴは、地震及び航空機・列車事故等による大規模災害が起こった場合にい

ち早く現地に駆けつけて緊急治療を施す医療チームで、災害発生後の概ね４８時間

以内の初期段階における急性期の医療救護活動を行う。 
＜参考＞DMATは1984年にアメリカで医師と看護師によって組織されたもので、

Disaster Medical Assistance Team の頭文字。 
 
（２） チーム編成 

ＤＭＡＴは、１チーム当たり医師、看護師、業務調整員各１名の計３名を最小人

員とし、概ね５名の編成を基本とする。（例：医師１名、看護師２名、業務調整員２

名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ＤＭＡＴ運用にあたって留意すべき基本的事項＞ 

災害時に被災地において緊急治療などの災害医療活動をできるだけ迅速に行うことが

死亡や後遺症の減少につながることが期待されるものであり、ＤＭＡＴは消防機関等の

関係機関と連携し活動を行うよう努めるものである。 



3 
 

 
（３） ユニフォーム 

ＤＭＡＴは、被災地等において他の関係機関がＤＭＡＴであること及び医師、看

護師等の職種が判別できるよう、ユニフォームに以下のワッペンによる表示を付し

ている。 
ジャケットへのワッペン貼り付け例

前　　　面 背　　　面

医　　師
Ｄｏｃｔｏｒ

ＤＭＡＴのワッペンについて

栃木県 栃木県○○病院

栃木 太郎 栃木県医師
Doctor

ユニフォームの色は限定しない

 
 

 

栃木県 
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（４） 栃木県ＤＭＡＴの標準的装備等 

栃木県ＤＭＡＴとして活動していくための標準的な装備等は、概ね次のとおりで

ある。標準的な装備等とは、これから栃木県ＤＭＡＴとして活動していくときに整

備する目安となるものである。 
①  携行医療資機材、医薬品 

ア  携行医療資機材は、資料８が基本となる。 
イ  医薬品は、資料９が基本となる。 

②  その他の装備 

ア  安全装備 
    災害現場等において自身を保護するため、必要に応じ安全装備品を装着する。 
   【安全装備】 
     ヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、ひじ当て、膝当て、手袋、安全靴 

イ  通信機器 
    活動中における隊員相互の連絡体制を確立するため、通信機器を装備する。 
   【通信機器】 
     トランシーバー １台／隊員 

衛星携帯電話 １台／１チーム 
なお、その他無線を受信可能な機器があれば望ましい。    
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Ⅱ ＤＭＡＴ指定病院の指定等 

 

１ ＤＭＡＴ指定病院の指定 

（１） 医療機関からの申し出 

以下の条件を満たす県内医療機関の長は、知事あての書面を県医療政策課に提出

する。（マニュアル様式―１参照） 
①  ＤＭＡＴ運営要綱第３条第１項の要件を満たす場合 
②  知事が特に必要と認める医療機関を指定病院に指定する場合 

（２） 栃木県ＤＭＡＴの最低限の装備品 

   ＤＭＡＴ運営要綱第３条第１項第２号に規定する装備とは、栃木県ＤＭＡＴ最低

限の装備品（資料７）とする。 

（３） ＤＭＡＴ指定病院の指定 

知事は、ＤＭＡＴ指定病院の指定を決定したときは、当該医療機関の長あてに書

面（マニュアル様式－２）により通知するとともに、関係機関に対してその旨通知

する。 
（４） 協定の締結 

知事は、ＤＭＡＴ指定病院の指定を決定したときは、当該医療機関の長と協定を

締結する。（マニュアル様式－９参照） 
 
２ ＤＭＡＴ隊員名簿の報告 

（１） 指定時の報告及び定期報告（毎年４月１日現在） 

ＤＭＡＴ指定病院は、ＤＭＡＴ指定病院の指定を受ける際、並びに毎年４月１日

現在の当該医療機関におけるＤＭＡＴ隊員を決定した際は、県医療政策課に対し速

やかに報告する。（マニュアル様式－３参照） 
県医療政策課は、報告に基づき、隊員名簿の整備を行う。 

（２） 変更の報告 

ＤＭＡＴ指定病院は、ＤＭＡＴ隊員名簿に変更があった場合は、変更箇所及び変

更後のＤＭＡＴ隊員名簿を３０日以内に県医療政策課に報告する。（マニュアル様式

－３参照） 
（３） その他 

ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ指定病院に所属しているＤＭＡＴ研修を受講したＤＭＡＴ

登録者により構成されることを基本とする。 
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Ⅲ ＤＭＡＴの指揮 

 
１ 災害医療本部・ＤＭＡＴ本部の設置 

県は、栃木県災害医療本部（以下「県災害医療本部」という。）や次ページの表に示

すＤＭＡＴ本部1を設置し、県内における災害医療救護活動に関する調整を行うととも

に、県内で活動するＤＭＡＴを統括する。 
なお、ＤＭＡＴ活動拠点本部以下は、必要がある場合に設置する。 
また、県災害医療本部は、栃木県災害対策本部（以下「県災害対策本部」という。）

の指揮下で、ＤＭＡＴ調整班（ＤＭＡＴ県調整本部）は県災害医療本部の一部として、

各ＤＭＡＴ本部は下図のような指揮系統の下でそれぞれ活動する。 
 
 
図 ＤＭＡＴ本部の指揮系統 

 

 

                                                   
1 本マニュアルでは、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、ＤＭＡＴ県調整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部、Ｄ

ＭＡＴ病院支援指揮所、ＤＭＡＴ現場活動指揮所、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部を「ＤＭＡＴ本部」と総称する。 
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表 ＤＭＡＴ本部の種類と業務内容 

 
種類 設置場所 業務内容 

ＤＭＡＴ調整班

（本部） 
県災害医療本部  県内で活動する全てのＤＭＡＴの指揮及び調整 

 ＤＭＡＴ活動拠点本部等の設置判断、指揮及び調整 
 被災情報等の収集 
 必要な資機材の調達に係る調整 
 県災害対策本部等との連絡調整 
 災害医療コーディネーター及び消防、自衛隊、医師会等の関

連機関との連携及び調整 
 厚生労働省との連絡調整 
 ＤＭＡＴの補充及び他都道府県へのＤＭＡＴの応援要請判断 
 他都道府県から派遣されたＤＭＡＴの受入調整 
 ＤＭＡＴ撤収の判断 
 その他必要な事務 

ＤＭＡＴ活動拠

点本部 
災害拠点病院等  参集したＤＭＡＴの指揮及び調整 

 ＤＭＡＴ病院支援指揮所等の指揮及び調整 
 被災情報等の収集 
 必要な資機材などの調達に係る調整 
 ＤＭＡＴ県調整本部との連絡調整 
 その他必要な事務 

ＤＭＡＴ病院支

援指揮所 
ＤＭＡＴが活動

する病院 
ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下、ＤＭＡＴ活動拠点本部の業務

の一部を行う 
ＤＭＡＴ現場活

動指揮所 
ＤＭＡＴが活動

する災害現場等 
ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下、ＤＭＡＴ活動拠点本部の業務

の一部を行う 
ＤＭＡＴ・ＳＣＵ

本部 
ＳＣＵ設置箇所  ＳＣＵに参集したＤＭＡＴの指揮及び調整 

 診療部門、医療搬送部門の設置及び運営 
 広域医療搬送等に関わる情報収集 
 広域医療搬送患者の情報管理 
 必要な資機材の調達に係る調整 
 搬送手段の調整 
 地域における受入医療機関の調整 
 ＤＭＡＴ県調整本部との連絡調整 
 その他必要な事務 
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２ 統括ＤＭＡＴ等の県災害医療本部への出務  
（１） 統括ＤＭＡＴ等の指名 

県は、通常時において、あらかじめ、統括ＤＭＡＴ登録者及びＤＭＡＴロジスティ

ックチーム隊員登録者（以下「統括ＤＭＡＴ等」という。）のうち、災害時に県災害医

療本部に出務依頼する者を複数名指名する。 
 

（２） 出務依頼 

災害発生時、県医療政策課は、資料１０に基づき、統括ＤＭＡＴ等に出務依頼し、

統括ＤＭＡＴ等は、県災害医療本部に出務する。 
 
（３） 統括ＤＭＡＴ等の業務 

① 県災害医療本部に出務した統括ＤＭＡＴ登録者（以下「統括ＤＭＡＴ」という。） 
は、ＤＭＡＴ県調整本部の責任者として次の業務を行う。 

   ア ＤＭＡＴの派遣要否判断 
   イ ＤＭＡＴ活動拠点本部等の設置判断、指揮及び調整 
   ウ 被災情報等の収集 
   エ 必要な資機材の調達に係る調整 
   オ 県災害対策本部等との連絡調整 
   カ 災害医療コーディネーター及び消防、自衛隊、医師会等の関連機関との連携

及び調整 
   キ 厚生労働省との連絡調整 
   ク ＤＭＡＴの補充及び他都道府県へのＤＭＡＴの応援要請判断 
   ケ 他都道府県から派遣されたＤＭＡＴの受入調整 
   コ ＤＭＡＴ撤収の判断 
   サ その他必要な事務 
  ② 県災害医療本部に出務したＤＭＡＴロジスティックチーム隊員登録者は、次の 

業務を行う。 
   ア 統括ＤＭＡＴのサポート 
   イ 病院支援や情報収集等のロジスティクスを専門とした活動 
 
（４） 統括ＤＭＡＴ等の交替及び引継ぎ 

 県災害医療本部に出務した統括ＤＭＡＴ等の出務期間が長期間にわたる場合など

は、資料１０に基づき、他の統括ＤＭＡＴ等と交替する。 
 交替する統括ＤＭＡＴ等は被害の少ない地域に所在するＤＭＡＴ指定病院のもの

とし、現地災害医療本部が設置される地区に所在するＤＭＡＴ指定病院のものからは

選定しない。 
 交替する統括ＤＭＡＴ等は、後任に引継ぎを行うものとする。 
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Ⅳ ＤＭＡＴの標準的運用体制 

 

１ 待機 

ＤＭＡＴの待機は、派遣することを前提とした体制確保であり、日本ＤＭＡＴ活動

要領に基づく自動待機及び県内局所集団災害における待機とする。 
待機は、県内の運用可能な全ＤＭＡＴを組織的かつ効率的に活用するための初期体

制である。 
ＤＭＡＴ及びＤＭＡＴ指定病院は、待機の状態においては、派遣の準備を行うとと

もに、災害の情報収集に努めること。 
 
（１） 日本ＤＭＡＴ活動要領に基づく自動待機 

①  東京２３区で震度５強以上の地震が発生した場合 

②  その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

③  津波警報(大津波)が発生した場合 

④  東海地震注意報が発表された場合 

⑤  大規模な航空機墜落事故が発生した場合 

 

（２） 上記（１）以外の待機 

県医療政策課は、県内局所集団災害において、上記（１）以外の待機の必要が生

じた場合は、ＥＭＩＳ等を活用して待機要請をする。 

 

（３） 待機の方法 

ＤＭＡＴ隊員は、待機の必要があるときは、所属するＤＭＡＴ指定病院に参集す

る。 
ただし、ＤＭＡＴ指定病院の長がその必要がないと認めたときは、自宅待機とす

ることができるが、必要に応じ直ちに参集できる体制とすること。 
 
（４） 派遣準備 

ＤＭＡＴ指定病院は、待機を開始したときは、ＤＭＡＴ派遣のための体制を整え

る。 
①  ＤＭＡＴ派遣に伴うＤＭＡＴ指定病院の医療機能を維持するための、交換要員

の確保 
②  移動手段の確保 
③  装備品の確認 
④  災害の情報収集 

 
２ 派遣 

県内大規模災害時においては、ＤＭＡＴによる医療救護活動の要否判断及び効率的

なＤＭＡＴの活用を図る必要があることから、市町村災害対策本部等からの情報収集

に基づき、ＤＭＡＴの派遣先及び派遣数を県災害医療本部に出務した統括ＤＭＡＴ等

と連携し、県医療政策課が調整する。 
また、県外大規模災害時においても、被災都道府県等からのＤＭＡＴの派遣要請に



10 
 

対応できるよう県医療政策課が調整する。 
 
（１） ＤＭＡＴ派遣要請の手順 

①  【県内大規模災害発生時】  手順書１のとおり 
②  【県内局所集団災害発生時】 手順書２のとおり 
③  【県外大規模災害発生時】  手順書３のとおり 

 
（２） 関係機関との調整 

①  ＤＭＡＴ派遣に係る関係機関との調整は、原則として県医療政策課が行う。 
②  ＤＭＡＴの補充及び他都道府県へのＤＭＡＴの応援要請についても、ＤＭＡＴ

活動拠点本部等からの情報収集を基に、原則として県医療政策課が行う。 
③  ＤＭＡＴ指定病院は、派遣要請に基づき出動したＤＭＡＴから活動状況等の報

告を受けたときは、県医療政策課に伝達する。 
 

（３） 移動用車両 

①  ＤＭＡＴが移動に際して使用する車両は、原則として自院において調達する。 
②  ＤＭＡＴが移動に際して使用する車両は、病院の公用車を災害時緊急通行車両

として、事前に栃木県公安委員会に届け出を行い、緊急通行車両等事前届出済証

を受領しておくものとする。 
 
（４） ヘリの活用 

県医療政策課は、ヘリの活用が適当であると認めるときは、ヘリの活用手段の

調達に努める。 
①  ドクターヘリ（ＤＭＡＴ活動へのドクターヘリの活用） 

 ドクターヘリの活用については、栃木県ドクターヘリ運航要領に従う。 
②  消防防災ヘリ（ＤＭＡＴ（資器材を含む）の搬送） 

     
３ 活動 

  ＤＭＡＴの活動内容は、概ね次のとおりである。 
 
（１） ＤＭＡＴ県調整本部（県災害医療本部に設置）での活動 

①  ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ県調整本部に到着したときは、次の報告を行う。 

ア  ＤＭＡＴ県調整本部に所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告する。 

イ  所属ＤＭＡＴ指定病院にＤＭＡＴ県調整本部への到着及び災害状況を報告

する。 

②  ＤＭＡＴは、統括ＤＭＡＴの指示に基づき、次の業務を担当する。 

ア  災害状況の収集、伝達 

イ  県内で活動する全てのＤＭＡＴの業務に係る調整 

ウ  必要な資機材の調達に係る調整 

エ  災害医療コーディネーター及び消防、自衛隊、医師会等の関連機関との連

絡調整 

オ  ＤＭＡＴ補充及び他都道府県へのＤＭＡＴの応援要請及び受入調整 
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（２） ＤＭＡＴ活動拠点本部（現地の災害拠点病院等に設置）での活動 

①  ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ活動拠点本部に到着したときは、次の報告を行う。 
ア  ＤＭＡＴ活動拠点本部に所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告する。 
イ  所属ＤＭＡＴ指定病院にＤＭＡＴ活動拠点本部への到着及び現地災害状況

を報告する。 
②  ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ活動拠点本部又は統括ＤＭＡＴの指示に基づき、以下の

（３）～（５）の場所に出動し医療支援活動を行う。 
③  当該ＤＭＡＴが最先着隊のときは、ＤＭＡＴ活動拠点本部の当面の責任者とし

て次の業務を担当する。 
    なお、統括ＤＭＡＴが後着したときは、指揮権等を移譲する。 

ア  災害情報の収集、伝達 
イ  各ＤＭＡＴの業務に係る調整（現地活動、域内搬送、病院支援の割り振り等） 
ウ  必要な資機材の調達に係る調整 
エ  ＤＭＡＴ県調整本部及び関係機関との連絡調整 
オ  後着隊の活動指示及び他医療チーム（医師会・日赤等）との調整 

 
（３） ＳＣＵでの活動 

①  ＤＭＡＴは、派遣先に到着したときは、次の報告を行う。 
ア  ＳＣＵ本部に所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告する。 
イ  所属ＤＭＡＴ指定病院に出動先への到着及び出動先の状況を報告する。 

②  ＤＭＡＴは、ＳＣＵ本部又は統括ＤＭＡＴの指示に基づき、医療支援活動を行

う。 
③  当該ＤＭＡＴが最先着隊のときはＳＣＵ本部の責任者として次の業務を担当

する。 
なお、統括ＤＭＡＴが後着したときは、指揮権等を移譲する。 

ア  ＤＭＡＴ県調整本部との連絡調整 
イ  医療救護活動に必要な情報収集 
ウ  後着隊の活動指示及び他医療チーム（医師会・日赤等）との調整 

 
※ ＳＣＵ（ステージングケアユニット＝広域搬送拠点臨時医療施設） 
広域医療搬送拠点に設置され、患者の症状を安定化するとともに、搬送時のトリアージを実

施するための臨時的な医療施設。 
 
（４） 病院支援での活動 

①  ＤＭＡＴは、派遣先の病院に到着したときは、次の報告を行う。 
ア  出動先の病院の病院長に所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告 
イ  所属ＤＭＡＴ指定病院に出動先への到着及び出動先の状況を報告 

②  ＤＭＡＴは、応援病院の病院長の指示に基づき、医療活動を行う。 
 

（５） 災害現場での活動 

①  ＤＭＡＴは、派遣先に到着したときは、次の報告を行う。 
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ア  現地指揮本部（消防、警察等）に所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告

する。 

イ  統括ＤＭＡＴに所属ＤＭＡＴ指定病院名及び隊員数を報告する。 
ウ  所属ＤＭＡＴ指定病院に出動先への到着及び出動先の状況を報告する。 

②  ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ活動拠点本部又は統括ＤＭＡＴの指示に基づき、医療支

援活動を行う。 
③  当該災害現場での活動がＤＭＡＴ活動拠点本部から離れている場所で行う場

合には、現地指揮本部（消防、警察等）の指揮下で活動することを基本とする。 
④  現場最前線での医療活動の実施は、次の要件を備えていること。 

ア  医療活動上の要件 
(ｱ)医療救護活動エリアにおけるトリアージ、応急処置、搬送の需要が充足され

ていること。 
(ｲ) 負傷者が次の状態であること。 

  ａ クラッシュ症候群が疑われる。 
  ｂ 救出に時間を要すると見込まれ、意識レベルの低下が著しい。 
イ  安全上の注意事項 

(ｱ) 指揮本部からの要請であること。 
(ｲ) 現場の安全が確保されていること。 
(ｳ) 適切な装備をしていること。 
(ｴ) 救出・救助を行う機関の隊員の誘導があること。 

 
（６） ＤＭＡＴ隊員が負傷したときの対応 

   ＤＭＡＴ隊員が負傷したときは、次によること。 
①  隊員への処置を最優先。 
②  現地指揮本部、統括ＤＭＡＴ、所属ＤＭＡＴ指定病院への連絡。 
③  当該ＤＭＡＴの活動の中止も視野に入れて、判断すること。 
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Ⅴ 県内局所集団災害時における初期対応 

 
栃木県内で局所集団災害（交通災害や爆発、崩壊など限られた範囲で発生した災害

をいう。）が発生した場合には、初動期の迅速な対応が求められることから、派遣に関

し以下のとおり特例を設ける。 
なお、県内局所集団災害時には、基本的に各種通信（電話、FAX、メール等）機能や

医療機関における診療機能が十分に活用できることから、こうした機能を活用し情報

を共有しながら医療救護活動を行うことが重要となる。 

 
１ 県内局所集団災害の特徴 

  県内局所集団災害は、限られた範囲で発生した災害であり、次の点で広域災害との

相違がある。 
（１） 災害現場以外に被害はない。 
（２） 広域災害時のように一定の情報収集を経て派遣すべき地域等を選定する必要が

ない分、ＤＭＡＴの派遣依頼に直ちに応えられる。 
（３） 災害現場からの情報提供がないとＤＭＡＴ派遣の要否判断が難しい場合がある。 

局所集団災害時におけるＤＭＡＴ派遣については、派遣に要する時間を極力短縮

するよう努めることが重要である。 
 

２ ＤＭＡＴの派遣要請基準（県内局所集団災害の定義） 

県内局所集団災害も踏まえ、ＤＭＡＴの派遣基準として以下のとおり規定している。 
したがって、県内局所集団災害の規模等は以下のとおりとする。 

（１） 発生した災害等に起因して、重症者を含み２０名以上の死傷者の発生が見込まれ

る場合 
（２） 被災者の救出に時間を要するなどＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的で

あると認められる場合 
（３） 県内市町の長又は消防本部の長からＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、ＤＭＡ

Ｔの派遣が適当であると知事が認めた場合 
 
３ ＤＭＡＴの派遣方法 

  県内局所集団災害時の迅速な対応を可能とするため、ＤＭＡＴの派遣方法を以下の

とおり規定している。 
（１） 知事が、ＤＭＡＴ指定病院に対してＤＭＡＴの派遣を要請する。 
（２） 県内各消防本部は、休日・夜間など県医療政策課に連絡がつかない場合に派遣要

請基準を満たすと判断される場合、ＤＭＡＴ指定病院に、直接ＤＭＡＴの派遣要請

ができる（マニュアル様式－６）。その場合、消防本部は速やかに知事に届け出る（マ

ニュアル様式－７）。 
（３） 指定病院の長は、派遣要請基準を満たすと判断される場合、知事からの要請を待

たずにＤＭＡＴを派遣することができる。その場合、指定病院の長は速やかに知事に

派遣の報告を行う。 
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４ 災害現場に出動した消防機関等からの派遣要請の依頼 

（１） 災害現場に出動した消防機関等から県医療政策課への派遣要請依頼【平日昼間

（８：３０～１７：１５）】 
①  被災地の消防本部等から、電話で予備情報を入れるとともに派遣要請依頼書

を送信する。（マニュアル様式―６） 
②  県は、栃木県内の局所集団災害に係る初期対応におけるＤＭＡＴの派遣を要

請するときの目安として、被災地域に応じて、資料６によりＤＭＡＴ指定病院

を選定する。 
ただし、災害の規模や内容により、派遣要請するＤＭＡＴ指定病院が複数と

なる場合や、被災地域の区分を超えて要請する場合がある。 
（２） 災害現場に出動した消防機関等からＤＭＡＴ指定病院へ直接派遣要請依頼【休

日・夜間】 
①  被災地の消防本部等から、災害発生時に、資料６により災害発生の情報をＤ

ＭＡＴ指定病院に電話で提供する。 
②  被災地の消防本部等から資料６によりＤＭＡＴ指定病院を選定し、電話で予

備情報を入れるとともに派遣要請依頼書を送信する。（マニュアル様式－６） 
③  被災地の消防本部は、できる限り速やかに派遣要請報告書を県へ送信する

（マニュアル様式－７）。 
 
５ 移動用車両の考え方 

  県内局所集団災害時における初期対応の際のＤＭＡＴの移動用車両の確保に関して

は、以下のとおりとする。 
（１） ＤＭＡＴが移動に際して使用する車両は、原則として自院において調達する。 
（２） 自院において車両が調達できない場合で、各消防機関で調整を行うことにより準

備が可能な場合は、消防機関の車両によるＤＭＡＴ搬送の支援も可能とする。なお、

その際は県医療政策課に事前に連絡すること。 
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手順書１ ＤＭＡＴ派遣要請手順【県内大規模災害発生時】 

 

１ 統括ＤＭＡＴ等への出務依頼 〔県医療政策課 ⇒ DMAT 指定病院〕 

(1) 資料１０に基づき、統括ＤＭＡＴ等に出務依頼する。 

(2) 統括ＤＭＡＴ等は、県災害医療本部に出務する。 

 

２ ＤＭＡＴ待機要請 〔県医療政策課 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 統括 DMAT の判断等により、ＤＭＡＴ指定病院に対しＥＭＩＳ等により待機要

請 

 

３ 被災状況の情報収集 〔県医療政策課〕 

(1) ＤＭＡＴ派遣要請に当たって、概ね以下の情報が必要 

(2) 以下の情報を基に、統括ＤＭＡＴがＤＭＡＴ派遣要否を判断 

① 被災地域における被災者数（予想被災者数）の情報 

② 被災地周辺の道路状況 

③ 被災地域内の災害拠点病院の被害状況 

 

４ ＤＭＡＴ派遣要請手順 〔県医療政策課〕 

(1) ＤＭＡＴ派遣が必要と判断した場合は、ＤＭＡＴ指定病院に対し以下の手順によ

りＤＭＡＴの派遣を要請  

 

【手順１－４－１】 派遣要請 〔県医療政策課 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 派遣を要請するＤＭＡＴ指定病院へ「ＤＭＡＴ派遣要請書」（マニュアル様式－

４）をＦＡＸ送信 

※ ＤＭＡＴ指定病院の連絡先は、資料１のとおり 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話によりＤＭＡＴの派遣を要請 

   例：『○○地域で発生した大規模災害に伴い、ＤＭＡＴの派遣を要請します。概要等はＦＡＸ

送信した派遣要請書により確認願います。 

      なお、出動の可否について折り返し連絡願います。』 

     

【手順１－４－２】 派遣の決定 〔ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 「ＤＭＡＴ派遣要請書」を確認のうえ、以下の事項について判断 

① ＤＭＡＴ派遣の可否 

② 派遣までに要する時間（見込み） 

③ 移動用車両の確保 

(2) 派遣可の場合は、【手順１－４－３】に進む 

(3) 派遣不可の場合は、次のとおりとする 

 ① 県医療政策課へ「ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式―５）の「派遣できま

せん」にチェックを入れ【手順１－４－３】に準じ報告 
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【手順１－４－３】 派遣の報告〔ＤＭＡＴ指定病院 ⇒ 県医療政策課〕 

(1) 「栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式－５）をＦＡＸ送信 

   ※ 派遣可の場合、「派遣日時」には「派遣可能見込み時刻」を記載すること 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話により報告 

   例１：『ＤＭＡＴの派遣を決定したので報告します。概要等はＦＡＸ送信した派遣報告書に 

より確認願います。』 

   例 2：『ＤＭＡＴが派遣できない旨決定したので報告します。ＦＡＸ送信した派遣報告書に  

より確認願います。』 

   ※ 県医療政策課の連絡先は、資料２のとおり 

 

 【手順１－４－４】派遣状況の連絡 

〔県医療政策課 ⇒ 各ＤＭＡＴ指定病院〕 

           〔県医療政策課 ⇒ 市町村災害対策本部等関係機関〕 

           〔県医療政策課 ⇒ 県危機管理課〕 

(1) ＤＭＡＴ派遣に係る次の事項等を連絡 

① 派遣ＤＭＡＴ名及び人数 

② 活動の場所 

※ ＤＭＡＴ派遣報告書(写し)をＦＡＸ送信 

 

５ 他都道府県へのＤＭＡＴの応援が必要な場合 

〔県医療政策課 ⇒ 厚生労働省 ⇒ 応援都道府県〕 

(1) ＤＭＡＴ活動拠点本部と次の事項を調整 

① 応援ＤＭＡＴの派遣先、チーム数等 

② 応援ＤＭＡＴの活動内容 

(2) 県医療政策課は、厚生労働省（場合により応援都道府県）に応援を要請 

    

６ ヘリ等によるＤＭＡＴ搬送が必要な場合 〔県医療政策課〕 

(1) 県医療政策課においてＤＭＡＴ搬送手段の確保について調整 

  ① 搬送ＤＭＡＴの派遣先、隊員数等の確認 

  ② ドクターヘリ・消防防災ヘリ又は自衛隊、警察等との調整 

   注）国から指示がある場合には、これによるものとする。 

   注）ドクターヘリの活用については、栃木県ドクターヘリ運航要領に従う。 
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手順書２  ＤＭＡＴ派遣要請手順【県内局所集団災害発生時】 

 

 

 

 

 

１ 災害発生時の情報提供 〔被災地の消防機関〕 

(1) 県内局所集団災害時における被災地の消防機関は、ＤＭＡＴ指定病院が負傷者等 

の受入及びＤＭＡＴ派遣を円滑に行うことを可能とするため、次の手順により

DMAT 指定病院に対し被災状況等の情報提供を行う。 

 

手順２－１－１消防機関による災害発生時の情報提供 

〔被災地の消防機関 ⇒ 県医療政策課〕 

〔被災地の消防機関 ⇒ DMAＴ指定病院 

（資料６ 派遣要請順の病院）〕 

(1) 県医療政策課及びＤＭＡＴ指定病院へ、電話により災害発生の情報提供を行う。 

例：『○○地内で局所集団災害が発生しました。ＤＭＡＴの出動要請及び負傷者 

の受入要請が予想されますので情報提供します。』 

※ 県医療政策課及びＤＭＡＴ指定病院の連絡先は資料２及び資料１のとおり 

 

２ 統括ＤＭＡＴ等への出務依頼 〔県医療政策課 ⇒ DMAT 指定病院〕 

(1) 局所集団災害は多様であり、その対応も様々であることから、必要に応じて、資

料１０に基づき、統括ＤＭＡＴ等に出務依頼する。 

(2) 統括ＤＭＡＴ等は、県医療政策課に出務する。 

 

３ ＤＭＡＴ派遣要請手順【平日昼間（８：３０～１７：１５）】 

〔被災地の消防機関⇒県医療政策課〕 

(1) 平日昼間において、ＤＭＡＴ派遣要請基準を満たし、消防機関が必要と判断した

時は、県医療政策課に対し以下の手順によりＤＭＡＴの派遣を要請  

 ※ 休日・夜間など県医療政策課に連絡がつかない場合は、４ ＤＭＡＴ派遣要請手順【休日・

夜間】に準じて派遣要請する 

 

【手順２－３－１】 消防機関から県医療政策課への派遣要請 

〔被災地の消防機関 ⇒ 県医療政策課〕 

(1) 県医療政策課へ「栃木県ＤＭＡＴ派遣要請依頼書」(マニュアル様式－６)をＦＡ

Ｘ送信 

(2) 併せて、電話によりＤＭＡＴの派遣を要請 

   例：『○○地内で局所集団災害が発生しました。ＤＭＡＴの出動要請されるよう依

頼します。概要等はＦＡＸ送信した内容により確認願います。』 

※ 県医療政策課の連絡先は、資料２のとおり 

 

 県内局所集団災害時には、基本的に各種通信（電話、FAX、メール等）機能や医療機関におけ

る診療機能が十分に活用できることから、以下の手順により情報を共有しながら医療救護活動を

行うこととする。 
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【手順２－３－２】 県医療政策課からの派遣要請 

〔県医療政策課 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院 

（資料６ 派遣要請順の病院）〕 

(1) 地域に応じ、資料６の派遣要請順に記載されたＤＭＡＴ指定病院へ「ＤＭＡＴ派

遣要請書」（マニュアル様式－４）をＦＡＸ送信 

   ※「栃木県ＤＭＡＴ派遣要請依頼書」（マニュアル様式－６）を添付 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話によりＤＭＡＴの派遣を要請 

  例：『○○地内で局所集団災害が発生し、消防機関から出動要請の依頼がありましたので、ＤＭ

ＡＴの派遣を要請します。概要等はＦＡＸ送信した派遣要請書により確認願います。 

なお、出動の可否について折り返し連絡願います。』 

 

【手順２－３－３】 県医療政策課から県危機管理課への派遣要請報告 

〔県医療政策課 ⇒ 県危機管理課〕 

(1) ＤＭＡＴ指定病院に派遣要請後、県危機管理課に「栃木県ＤＭＡＴ派遣要請書」

（マニュアル様式－４）をＦＡＸ送信 

 (2) 併せて、電話によりＤＭＡＴの派遣を要請した旨連絡 

  例：『○○地内で局所集団災害が発生したので、ＤＭＡＴ指定病院に派遣を要請しました。概要

等はＦＡＸ送信した派遣要請書により確認願います。』 

 

【手順２－３－４】 派遣の決定〔ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 派遣要請を受けた病院において、「ＤＭＡＴ派遣要請書」等を確認のうえ、以下

の事項について判断 

① ＤＭＡＴ出動の可否 

② 派遣までに要する時間（見込み） 

③ 移動用車両の確保 

(2) 派遣可の場合は、【手順２－３－５】に進む。 

(3) 派遣不可の場合は、次のとおりとする。 

  ① 県医療政策課へ「ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式―５）の「派遣できませ

ん」にチェックを入れ【手順２－３－５】に準じ報告 

 

【手順２－３－５】 ＤＭＡＴ指定病院から県医療政策課への派遣の報告 

〔ＤＭＡＴ指定病院 ⇒ 県医療政策課〕 

(1) 「栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式－５）をＦＡＸ送信 

※ 派遣可の場合、「派遣日時」には「派遣可能見込み時刻」を記載すること。 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話により報告 

  例：『ＤＭＡＴの派遣を決定したので報告します。概要等はＦＡＸ送信した派遣報告書により  

確認願います。（なお、移動方法はタクシーを使います。）』 

   ※ 県医療政策課の連絡先は、資料２のとおり 

    

【手順２－３－６】 派遣要請があった消防機関への派遣の報告 

 〔県医療政策課 ⇒ 被災地の消防機関等〕 
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(1) 「派遣要請があった消防機関への栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式

－８）をＦＡＸ送信 

(2) 併せて、電話により報告 

例：『ＤＭＡＴを派遣します。概要等は、ＦＡＸ送信した派遣報告書（写し）により確認願いま

す。』 

 ※ ＤＭＡＴが派遣不可の場合も、【手順２－３－６】に準じて連絡すること。 

 

【手順２－３－７】 派遣状況の連絡 

〔県医療政策課 ⇒ 各ＤＭＡＴ指定病院〕 

〔県医療政策課 ⇒ 県危機管理課〕 

(1)  ＤＭＡＴ派遣に係る次の事項等を連絡 

① 派遣ＤＭＡＴ名及び人数 

② 活動の場所 

※ ＤＭＡＴ派遣報告書(写し)をＦＡＸ送信 

 

４ ＤＭＡＴ派遣要請手順【休日・夜間】〔被災地の消防機関 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 休日・夜間など県医療政策課に連絡がつかない場合に、ＤＭＡＴ派遣要請基準を

満たし、消防機関が必要と判断した時は、ＤＭＡＴ指定病院に対し以下の手順に

よりＤＭＡＴの派遣を要請  

 

【手順２－４－１】 消防機関の判断による派遣要請 

〔被災地の消防機関 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

 (1) 地域に応じ、資料６の派遣要請順に記載されたＤＭＡＴ指定病院へ「栃木県Ｄ

ＭＡＴ派遣要請依頼書」（マニュアル様式－６）をＦＡＸ送信 

 (2) 併せて、電話によりＤＭＡＴの派遣を要請 

  例：『○○地内で局所集団災害が発生したので、ＤＭＡＴの派遣を要請します。概要等はＦＡＸ

送信した派遣要請依頼書により確認願います。 

  なお、出動の可否について折り返し連絡願います。』 

 

【手順２－４－２】 消防機関から県危機管理課への派遣要請報告 

〔被災地の消防機関 ⇒ 県危機管理課〕 

(1) ＤＭＡＴ指定病院に派遣要請後、県危機管理課に「栃木県ＤＭＡＴ派遣要請報告

書」（マニュアル様式－７）をＦＡＸ送信 

※ 県危機管理課の連絡先は、資料２のとおり 

 (2) 併せて、電話によりＤＭＡＴの派遣を要請した旨連絡 

  例：『○○地内で局所集団災害が発生したので、ＤＭＡＴ指定病院に派遣を要請しました。概要

等はＦＡＸ送信した派遣要請依頼書により確認願います。』 

 

【手順２－４－３】 県医療政策課への派遣要請報告 

〔県危機管理課 ⇒ 県医療政策課〕 

 (1) 県危機管理課は、県医療政策課に消防機関が直接ＤＭＡＴ指定病院に派遣要請し

た旨連絡する。 
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 (2) 県医療政策課は、ＤＭＡＴ指定病院と連絡を取るなど、内容を確認し、ＥＭＩＳ

入力等を行う。 

 (3) 登庁した県医療政策課は、県危機管理課から情報（FAX 等）を引き継ぐ。 

 

【手順２－４－４】 派遣の決定 〔ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 派遣要請を受けた病院において、「ＤＭＡＴ派遣要請書」等を確認のうえ、以下

の事項について判断 

① ＤＭＡＴ出動の可否 

② 派遣までに要する時間（見込み） 

③ 移動用車両の確保 

(2) 派遣可の場合は、【手順２－４－５】に進む。 

(3) 派遣不可の場合は、次のとおりとする。 

  ① 県医療政策課へ「ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式―５）の「派遣できませ

ん」にチェックを入れ【手順２－４－５】に準じ報告 

 

【手順２－４－５】 派遣の報告 〔ＤＭＡＴ指定病院 ⇒ 被災地の消防本部〕 

   〔DMAT 指定病院 ⇒ 県医療政策課〕 

(1) 「栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式－５）をＦＡＸ送信 

※ 派遣可の場合、「派遣日時」には「派遣可能見込み時刻」を記載すること。 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話により報告 

  例：『ＤＭＡＴの派遣を決定したので報告します。概要等はＦＡＸ送信した派遣報告書により  

確認願います。（なお、移動方法はタクシーを使います。）』 

   ※ 被災地の消防本部及び県医療政策課の連絡先は資料４及び資料２のとおり 

 

【手順２－４－６】 派遣状況の連絡 

〔県医療政策課 ⇒ 各ＤＭＡＴ指定病院〕 

〔県医療政策課 ⇒ 県危機管理課〕 

(1)  ＤＭＡＴ派遣に係る次の事項等を連絡 

① 派遣ＤＭＡＴ名及び人数 

② 活動の場所 

※ ＤＭＡＴ派遣報告書(写し)をＦＡＸ送信 

 

５ ヘリ等によるＤＭＡＴ搬送が必要な場合 〔県医療政策課〕 

(1) 県医療政策課においてＤＭＡＴ搬送手段の確保について調整 

  ① 搬送ＤＭＡＴの派遣先、隊員数等の確認 

  ② ドクターヘリ・消防防災ヘリ又は自衛隊、警察等との調整 

注）ドクターヘリの活用については、栃木県ドクターヘリ運航要領に従う。 
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手順書３ ＤＭＡＴ派遣要請手順【県外大規模災害発生時】 

 

１ 統括ＤＭＡＴ等への出務依頼 〔県医療政策課 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 資料１０に基づき、統括ＤＭＡＴ等に出務依頼する。 

(2) 統括ＤＭＡＴ等は、県医療政策課に出務する。 

 

２ 被災状況の情報収集 〔県医療政策課〕 

(1) ＤＭＡＴ派遣要請に当たって、概ね以下の情報が必要 

① 参集拠点の情報 

② 被災地域における被災者数の情報 

③ 被災地周辺の道路状況 

 

３ ＤＭＡＴ派遣要請手順 〔県医療政策課〕 

基本的に、国、他都道府県等からの派遣要請を受け、ＤＭＡＴ指定病院に対し以

下の手順によりＤＭＡＴの派遣を要請 

 

【手順３－３－１】 派遣要請 〔県医療政策課 ⇒ ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 派遣を要請するＤＭＡＴ指定病院へ「ＤＭＡＴ派遣要請書」（マニュアル様式―

４）をＦＡＸ送信 

※ ＤＭＡＴ指定病院の連絡先は、資料１のとおり 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話によりＤＭＡＴの派遣を要請 

   例：『○○地域で発生した大規模災害に伴い、ＤＭＡＴの派遣を要請します。概要等はＦＡＸ

送信した派遣要請書により確認願います。 

      なお、出動の可否について折り返し連絡願います。』 

     

【手順３－３－２】 派遣の決定〔ＤＭＡＴ指定病院〕 

(1) 「ＤＭＡＴ派遣要請書」を確認のうえ、以下の事項について判断 

①  ＤＭＡＴ派遣の可否 

②  派遣までに要する時間（見込み） 

③  移動用車両の確保 

(2) 派遣可の場合は、【手順３－３－３】に進む 

(3) 派遣不可の場合は、次のとおりとする。 

①  県医療政策課へ「ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式―５）の「派遣でき

ません」にチェックを入れ【手順３－３－３】に準じ報告 

    

【手順３－３－３】 派遣の報告〔ＤＭＡＴ指定病院 ⇒ 県医療政策課〕 

(1) 「ＤＭＡＴ派遣報告書」（マニュアル様式－５）をＦＡＸ送信 

※ 派遣可の場合、「派遣日時」には「派遣可能見込み時刻」を記載すること。 

(2) 併せて、ＥＭＩＳ及び電話により報告 
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例１：『ＤＭＡＴの派遣を決定したので報告します。概要等はＦＡＸ送信した派遣報告書によ

り確認願います。』 

   例 2：『ＤＭＡＴが派遣できない旨決定したので報告します。ＦＡＸ送信した派遣報告書に  

より確認願います。』 

   ※ 県医療政策課の連絡先は、資料２のとおり 

 

４ ヘリ等によるＤＭＡＴ搬送が必要な場合 〔県医療政策課〕 

(1) 県医療政策課においてＤＭＡＴ搬送手段の確保について調整 

  ① 搬送ＤＭＡＴの派遣先、隊員数等の確認 

  ② ドクターヘリ・消防防災ヘリ又は自衛隊、警察等との調整 

   注）国から指示がある場合には、これによるものとする。 

注）ドクターヘリの活用については、栃木県ドクターヘリ運航要領に従う。 

 

 

 

 

Ⅵ 栃木県ＤＭＡＴ派遣フロー図 

 
Ⅳ、Ⅴで記載している内容等について、以下の区分でフロー図を作成している。 

 
 

  フロー図１   県内大規模災害発生時 

 

  フロー図２－１ 県内局所集団災害発生時【平日昼間（８：３０～１７：１５）】 

 

      ２－２ 県内局所集団災害発生時【休日・夜間】 

 

フロー図３   県外大規模災害発生時    
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フロー図１ 

県内大規模災害発生時 

 

No. 項目 他都道府県又は国
県危機管理課

（災害対策本部）

県医療政策課
（災害医療本部・ＤＭＡＴ

県調整本部）
ＤＭＡＴ指定病院 消防機関

市町村災害対策本部等
関係機関

1 災害発生

2 覚知

3 待機

4
統括ＤＭＡＴ等への出務
依頼

5
ＤＭＡＴ待機要請
※必要がなくなった時
点で解除する

6 情報収集

7 ＤＭＡＴ派遣要否判断

8
ＤＭＡＴ派遣要請
※以下、派遣が必要な
場合

9 ＤＭＡＴ派遣の決定

10 ＤＭＡＴ派遣報告

11 派遣状況連絡

12 他県への応援要請判断

13
他県応援要請
※必要な場合のみ

14 派遣報告

大規模災害発生

体感、ＴＶ、ラジオ、ＥＭＩＳ等により災害を確認

職員配備
自動待機

（各病院で出動可能性等

を確認）
職員配備

統括ＤＭＡＴの判断等によ

りＤＭＡＴ指定病院への待

機要請

ＤＭＡＴ隊員への待

機要請

出務依頼
要請を受けた統括ＤＭＡＴ

等は県災害医療本部に出

務する

被災状況の情報収集

様式－４をＦＡＸ送信、ＥＭ

ＩＳ入力、電話連絡
派遣要請確認

統括ＤＭＡＴにＤＭＡＴ

の派遣要否を確認

派遣報告確認
様式－５をＦＡＸ送信、

ＥＭＩＳ入力、電話連絡

様式－５（写）をＦＡ

Ｘ送信
派遣状況確認派遣状況確認 派遣状況確認

派遣要請派遣調整

統括ＤＭＡＴは活動拠点本部

と調整の上、他県への応援要

請要否を判断

受入調整派遣報告

派遣可否の決定
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フロー図２－１ 

県内局所集団災害発生時【平日昼間（８：３０～１７：１５）】 

No. 項目 他都道府県又は国 県危機管理課 県医療政策課 ＤＭＡＴ指定病院 消防機関
市町村災害対策本部等

関係機関

2 情報提供

3
統括ＤＭＡＴ等への出務
※必要に応じて

4
ＤＭＡＴ派遣要請①
（消防機関⇒県）

5
ＤＭＡＴ派遣要請②
（県⇒ＤＭＡＴ指定病院）

6
ＤＭＡＴ派遣要請報告
（県医療政策課⇒県危
機管理課）

7 ＤＭＡＴ派遣の決定

8
ＤＭＡＴ派遣報告①
（ＤＭＡＴ指定病院⇒県）

9
ＤＭＡＴ派遣報告②
（県⇒消防機関）

10 派遣状況連絡

1 災害発生

県内局所集団災害発生

派遣要請確認
様式－６をＦＡＸ送

信、電話連絡

※栃木県ＤＭＡＴ運営要綱第５条及び栃木県ＤＭＡＴ運用計画第３
・発生した災害等に起因して、重症者を含み２０名以上の死傷者の発生が見込まれる場合

・被災者の救出に時間を要するなどＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的であると認められる場合

・県内市町の長又は消防本部の長からＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、ＤＭＡＴの派遣が適当であると知事が認めた場合

傷病者受入、ＤＭＡＴ派

遣可能性確認

災害発生の情報提

供

様式－４、６をＦＡＸ送信、

ＥＭＩＳ入力、電話連絡
派遣要請確認

派遣報告確認
様式－５をＦＡＸ送信、

ＥＭＩＳ入力、電話連絡

様式－５（写）をＦＡ

Ｘ送信
派遣状況確認 派遣状況確認

様式－８をＦＡＸ送

信、電話連絡
派遣報告確認

被災状況の情報収

集等

出務依頼
要請を受けた統括ＤＭＡＴ

等は県災害医療本部に出

務する

派遣可否の決定

派遣要請確認
様式－４をＦＡＸ送信、

電話連絡
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フロー図２－２ 

県内局所集団災害発生時【休日・夜間】 

 

No. 項目 他都道府県又は国 県危機管理課 県医療政策課 ＤＭＡＴ指定病院 消防機関
市町村災害対策本部等

関係機関

2 情報提供

3
ＤＭＡＴ派遣要請
（消防機関⇒ＤＭＡＴ指
定病院）

4
ＤＭＡＴ派遣要請報告①
（消防機関⇒県危機管
理課）

5
ＤＭＡＴ派遣要請報告②
（県危機管理課⇒県医
療政策課）

6 ＤＭＡＴ派遣の決定

7 ＤＭＡＴ派遣報告

8 派遣状況連絡

1 災害発生

県内局所集団災害発生

派遣要請確認

派遣可否の決定

様式－６をＦＡＸ、

電話連絡

傷病者受入、ＤＭＡＴ派

遣可能性確認

災害発生時の情報

提供

派遣報告確認

様式－５（写）をＦＡ

Ｘ
派遣状況確認 派遣状況確認

派遣報告確認
様式－５をＦＡＸ、

電話連絡

様式－７をＦＡＸ、

電話連絡

派遣報告確認

派遣要請確認

職員配置

ＥＭＩＳ入力
派遣要請報告

派遣可否の決定

※栃木県ＤＭＡＴ運営要綱第５条及び栃木県ＤＭＡＴ運用計画第３
・発生した災害等に起因して、重症者を含み２０名以上の死傷者の発生が見込まれる場合

・被災者の救出に時間を要するなどＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的であると認められる場合

・県内市町の長又は消防本部の長からＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、ＤＭＡＴの派遣が適当であると知事が認めた場合
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フロー図３ 

県外大規模災害発生時 

 

No. 項目 他都道府県又は国 県危機管理課 県医療政策課 ＤＭＡＴ指定病院 消防機関
市町村災害対策本部等

関係機関

1 災害発生

2 覚知

3 待機

4 統括ＤＭＡＴ等への出務

5 情報収集

6
ＤＭＡＴ待機要請
※必要がなくなった時
点で解除する

7
ＤＭＡＴ派遣要請①
（他都道府県、国⇒県）

8
ＤＭＡＴ派遣要請②
（県⇒ＤＭＡＴ指定病院）

9 ＤＭＡＴ派遣の決定

10 ＤＭＡＴ派遣報告

11 派遣状況連絡

大規模災害発生

体感、ＴＶ、ラジオ、ＥＭＩＳ等により災害を確認

職員配備
自動待機

（各病院で出動可能性等

を確認）

待機要請 待機要請確認

出務依頼
要請を受けた統括ＤＭＡＴ

等は県災害医療本部に出

務する

様式－５（写）をＦＡ

Ｘ
派遣状況確認 派遣状況確認

待機要請確認

派遣要請 派遣要請確認

様式－４をＦＡＸ、ＥＭＩ

Ｓ入力、電話連絡
派遣要請確認

派遣報告確認
様式－５をＦＡＸ、ＥＭＩ

Ｓ入力、電話連絡

被災状況の情報収

集

派遣可否の決定

 

 
 



27 
 

 
資料１ ＤＭＡＴ指定病院一覧 

平成２８年４月１日現在 

電話番号 ＦＡＸ番号 機種名 電話番号 災害時の使用

済生会宇都宮病院 〒321-0974 028-626-5500 028-626-5594 インマルサット 870-772580435 ＤＭＡＴ

（※基幹災害拠点病院） 宇都宮市竹林町911-1 ワイドスターⅡ 090-7227-2988 ＤＭＡＴ

ワイドスターⅡ 090-8805-4889 病院災害担当

自治医科大学附属病院 〒329-0498
　0285-58-7103

（平日）
　0285-40-6016

（平日）
イリジウム  8816 234 11419 ＤＭＡＴ

下野市薬師寺3311-1 イリジウム  8816 234 11420 ＤＭＡＴ

0285-44-2111
（夜間休日・救急外来受付）

0285-44-2141
（夜間休日・救急外来受付）

ワイドスターⅡ  080 8715 7564 ＤＭＡＴ

イリジウム  8816 234 40395 病院災害担当

獨協医科大学病院 〒321-0293
0282-86-1111

（代表）
0282-86-4775

（代表）
ワイドスターⅡ 080-8032-1334 DMAT/ドクターへリ

壬生町北小林880 ワイドスターⅡ 090-3144-9567 ＤＭＡＴ

0282-87-2477
（夜間　救命救急センター）

0282-87-2482
（夜間　救命救急センター）

ワイドスターⅡ 090-7241-7962 ＤＭＡＴ

ワイドスターⅡ 090-5418-2322 病院災害担当

足利赤十字病院 〒326-0843 0284-21-0121 0284-22-0225 インマルサット 870-7724-04925 ＤＭＡＴ

足利市五十部町284-1 インマルサット 870-7722-80410 常備救護班

インマルサット 870-7724-04886 病院災害担当

那須赤十字病院 〒324-8686 0287-23-1122 0287-23-3004 インマルサット 870-7722-80891 ＤＭＡＴ

大田原市中田原1081-4 インマルサット 870-7722-86232 ＤＭＡＴ

インマルサット 870-7722-89923 病院災害担当

芳賀赤十字病院 〒321-4306 0285-82－2195 0285-84-3332 インマルサット 870-7722-80747 ＤＭＡＴ

真岡市台町2461 インマルサット 870-7722-86364 DMAT/ドクターカー

インマルサット 870-7722-54270 病院災害担当

上都賀総合病院 〒322-8550 0289-64-2161 0289-64-2468 インマルサット 870-7722-82847 ＤＭＡＴ

鹿沼市下田町1-1033 インマルサット 870-7722-83976 病院災害担当

独立行政法人国立病院機構 〒320-8580 028-622-5241 028-625-2718 インマルサット 870-7722-56538 ＤＭＡＴ

栃木医療センター 宇都宮市中戸祭1-10-37 イリジウム 8816-5146-4490 病院災害担当

イリジウム 8816-9376-4486 病院災害担当

独立行政法人地域医療機能推進
機構

〒321-0143 028-653-1001 028-653-1514 ワイドスターⅡ 080-9561-6088 ＤＭＡＴ

うつのみや病院 宇都宮市南高砂11-17 ワイドスターⅡ 090-2761-8767 病院災害担当

獨協医科大学日光医療センター 〒321-2593 0288-76-1515 0288-76-1611 ワイドスターⅡ 070-4106-6933 ＤＭＡＴ

日光市高徳632 ビーギャン 010-870772287481 病院災害担当

医療機関名 所在地

災害時連絡先 衛星電話
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資料２ 県関係機関一覧 

平成２８年４月１日現在 

 

機 関 名 電話番号 ＦＡＸ番号 衛星電話 

栃木県保健福祉部医療政策課 028-623-3157 028-623-3056 
イリジウム 

8816-4149-7349 

栃木県県民生活部危機管理課 028-623-2136 028-623-2146  

県西健康福祉センター 0289-64-3125 0289-64-3919  

県東健康福祉センター 0285-82-3321 0285-84-7438  

県南健康福祉センター 0285-22-0302 0285-22-8403  

県北健康福祉センター 0287-22-2257 0287-23-6980  

安足健康福祉センター 0284-41-5900 0284-44-1088  

宇都宮市保健所総務課 028-626-1103 028-627-9244  
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資料３ 災害拠点病院位置図 
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資料４ 消防機関一覧 

                            平成２８年４月１日現在 

消防本部名 電話番号 ＦＡＸ番号 

宇都宮市消防局 028-625-5500 028-625-5509 

足利市消防本部 

足利市河南消防署 

0284-41-3197 

0284-71-9222 

0284-42-9920 

0284-72-9555 

栃木市消防本部 0282-22-0119 0282-23-6562 

鹿沼市消防本部 0289-63-1141 0289-62-8234 

日光市消防本部 0288-21-0016 0288-21-2235 

小山市消防本部 0285-39-6660 0285-31-0182 

石橋地区消防組合消防本部 0285-53-0509 0285-53-6853 

那須地区消防本部 0287-28-5119 0287-28-5109 

芳賀地区広域行政事務組合消防本部 0285-82-3161 0285-83-3764 

南那須地区広域行政事務組合消防本部 0287-82-2009 0287-83-2006 

佐野市消防本部 0283-22-4433 0283-22-4441 

塩谷広域行政組合消防本部 0287-44-2513 0287-43-3713 
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資料５ ドクターヘリ基地病院 

                            平成２６年４月１日現在 

名称 電話番号 ＦＡＸ番号 

獨協医科大学病院 0282-86-1111 0282-86-4775 
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資料６ 県内局所集団災害時の消防機関からのＤＭＡＴ派遣要請病院 

平成２８年４月１日現在 

 

1 宇都宮市 済生会 NHO栃木 うつのみや 上都賀 芳賀日赤 獨協医大 自治医大 獨協日光 那須日赤 足利日赤

2 足利市 足利日赤 上都賀 獨協医大 自治医大 うつのみや 芳賀日赤 NHO栃木 済生会 那須日赤 獨協日光

3 栃木市 自治医大 獨協医大 うつのみや 上都賀 NHO栃木 芳賀日赤 済生会 足利日赤 獨協日光 那須日赤

4 鹿沼市 上都賀 NHO栃木 獨協医大 済生会 うつのみや 自治医大 獨協日光 芳賀日赤 足利日赤 那須日赤

5 日光市 獨協日光 上都賀 NHO栃木 済生会 うつのみや 獨協医大 那須日赤 自治医大 芳賀日赤 足利日赤

6 小山市 自治医大 獨協医大 うつのみや 芳賀日赤 上都賀 足利日赤 NHO栃木 済生会 獨協日光 那須日赤

7 石橋地区消防組合 自治医大 うつのみや 獨協医大 芳賀日赤 NHO栃木 上都賀 済生会 足利日赤 獨協日光 那須日赤

8 那須地区消防本部 那須日赤 獨協日光 済生会 NHO栃木 上都賀 うつのみや 獨協医大 自治医大 芳賀日赤 足利日赤

9
芳賀地区広域行政事
務組合

芳賀日赤 自治医大 獨協医大 済生会 NHO栃木 うつのみや 上都賀 那須日赤 獨協日光 足利日赤

10
南那須地区広域行政

事務組合
済生会 那須日赤 NHO栃木 芳賀日赤 うつのみや 上都賀 獨協医大 獨協日光 自治医大 足利日赤

11 佐野市 足利日赤 自治医大 獨協医大 うつのみや 上都賀 NHO栃木 芳賀日赤 済生会 獨協日光 那須日赤

12 塩谷広域行政組合 那須日赤 獨協日光 済生会 NHO栃木 上都賀 うつのみや 獨協医大 自治医大 芳賀日赤 足利日赤

消防本部名

第１グループ 第２グループ

ＤＭＡＴ派遣要請順

第３グループ

 
 

注１）本表は、局所集団災害時において、県又は消防機関が派遣要請するＤＭＡＴを選定するための

参考である。 

 

注２）被災地の消防機関は、それぞれ第１グループから派遣要請することとし、グループ内の医療機

関選定については、消防機関の判断による。 
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資料７ 

 

栃木県ＤＭＡＴ最低限の装備品 

 

１ 通信機器 
○トランシーバー 
○衛星携帯電話 
 

２ ユニフォーム等 
  ○ユニフォーム 
  ○帽子及びヘルメット 
  ○ゴーグル 
  ○防塵マスク 
  ○ひじ当て 
  ○膝当て 

○手袋 
○安全靴 
○ヘッドライト 

 
３ ＤＭＡＴ現場携行用医療資器材 

  ○簡易心電図モニター 
○パルスオキシメーター 

  ○ＡＥＤ又は除細動器 
  ○携帯型吸引器 
  ○携帯型超音波診断装置（エコー） 
  ○輸液ポンプ 
  ○医療資器材搬入用バッグ（中身については、適宜活動ができるもの） 
 

※ 簡易心電図モニターとパルスオキシメーターについては、パルスオキシメーター付き簡易心

電図モニターでも可とする。 
※ モニター、ＡＥＤ又は除細動器、携帯型吸引器、輸液ポンプについては長時間バッテリー駆

動が可能なものが望ましい。 
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資料８ ＤＭＡＴ現場携行用医療資器材 

 

気管挿管セット 3セット 単品
気管チューブ　6/7/8 各1 リザーバー付きマスク 3
カフ用シリンジ　20ｃｃ 1 酸素延長チューブ 3
気管チューブホルダー 各1 酸素延長チューブコネクター 3

フィルター 2
静脈路確保セット 3セット Ｔピース 1

静脈留置針　18/20/22Ｇ 各1 吸引カテーテル　6．10．12．14．16 各3
骨髄輸液針　option　16/18Ｇ 各1 経鼻エアウェイ　6．7．8 各1
駆血帯 1 バックバルブマスク 2
アルコール綿 3 ＳｐＯ2モニター 1
点滴回路（輸液/ポンプ） 各1 血圧計 2
三方活栓付延長チューブ 1 モニター用電池 各種
固定用透明フィルム 1 心電図モニター用電極（シール） 3セット
固定用絆創膏 2 手袋（雑） 1
輸液（生理食塩水）　option 1 吸引器 1

聴診器 2
外科的気道確保セット 1セット ペンライト 1

　ペアン（曲）：1 体温計 1
　クーパー型短鋏：1 はさみ 1
　持針器：1 サージカルマスク 1箱
　有鈎摂子：1 固定用絆創膏 5
　針　角4：1 ポンプ用輸液セット 3
　筋鈎1Ａ：1 成人用輸液セット 3
穴開きドレープ 1 小児用輸液セット 3
ガーゼ　八つ折（5） 1 三活付延長チューブ 3
ディスポメス　Ｎｏ．11 1 インスリン用シリンジ 3
針付きナイロン縫合糸　3-0 1 注射用シリンジ1ｍｌ 3
消毒用綿球、摂子 各1 注射用シリンジ2.5ｍｌ 5
滅菌手袋　5.5/6/7/7.5 各1 注射用シリンジ5ｍｌ 5
気切用挿管チューブ　7 1 注射用シリンジ10ｍｌ 5
ゼリー 1 注射用シリンジ20ｍｌ 5
輪状甲状靭帯穿刺用キット 2 注射用シリンジ50ｍｌ 3

18Ｇ注射針 30
単品 23Ｇ注射針 10

喉頭鏡 静脈留置針　14/16/18/20/22/24Ｇ 各3
ブレード　2/3/4 各1 カテラン針　22/23Ｇ 各5
スタイレット 2 保護栓 15
マギール鉗子 1 アルコール綿 適宜
開口器 2 メモ用紙（白紙） 1
舌鉗子 2 広域搬送カルテ 10
カフ用シリンジ20ｍｌ 1 2号用紙 10
バイドブロック 3 被災者名簿 10
固定用テープ 各種 広域搬送適応基準 1
電池 各種 トリアージタッグ 20
ゼリー 1 筆記用具 5

下敷き 5
ＳＣＵ受付用紙 10

ＤＭＡＴ赤バック医療資機材

1
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単品 切開縫合セット 1
四つ折ガーゼ 5 　ペアン（曲）：2
八つ折ガーゼ 5 　コッヘル（直）：2
消毒セット 2 　モスキートペアン（曲）：2
滅菌手袋　5.5～7.5 各2 　短クーパー：1
三角布 3 　持針器：1
穴あきドレープ 1 　有鈎摂子：1
滅菌ドレープ 1 　無鈎摂子：1
手袋（雑） 各1箱 　筋鈎1Ａ：1
スプリント 1 　ゾンデ：1
固定テープ 5 　針　角　2/3/5：各1
弾性包帯3号 2 滅菌手袋　5.5/6/7/7.5 各1
弾性包帯4号 5 消毒用綿球、摂子 各1
透明フィルム 10 ディスポメス　Ｎｏ．11.10 各1
膀胱留置カテーテル　16Ｆｒ 1 穴開きドレープ 1
平オムツ 2 ガーゼ　八つ折（20） 1
ゴミ袋 1袋 ガーゼ　四つ折（20） 1
体温計 1 スキンステイプラー 1
ネックカラー　成人用 1 針付きナイロン縫合糸　3-0 2
洗浄用生食500ｍｌ 1 胃管セット 2セット
ポビドンヨード液 2 胃管　14/16/18Ｆｒ 各1
ゼリー 2本 胃管用三方活栓 1
血糖測定器 1 排液用バック 1
血糖測定用チップ 10本 ゼリー 1
エスマルヒ 1 吸引用シリンジ 1

固定用絆創膏 1
胸腔ドレナージセット 2セット 腸管脱出セット 1

胸腔ドレナージセット ビニール袋（できれば滅菌） 1
　ペアン（曲）：1 生食100ｍｌ 1
　クーパー型短鋏：1 18Ｇ注射針 1
　持針器：1 固定用絆創膏 1
　有鈎摂子：1 ガーゼ　四つ折（20） 1
　針　角4：1 穿通性外傷 1
ドレーンバッグ 1 固定用タオル 2
ハイムリッヒバルブ 1 固定用絆創膏 1
消毒用綿球、摂子 各1 開放性気胸セット 1
ナイロン縫合糸　3-0 1 ビニール袋（できれば滅菌） 1
メス　Ｎｏ．11 1 固定用絆創膏 1
滅菌手袋　5.5/6/7/7.5 各1 骨盤骨折 1
静脈留置針　14Ｇ 2 シーツ 1
穴開きドレープ 1 雑鉗子 2
ガーゼ　八つ折 1 固定用テープ　7.5ｃｍ幅 1
固定用絆創膏 2 簡易骨盤固定器具　option 1
固定用透明フィルム 1 フレイル外固定セット 1
胸腔ドレーン　28Ｆｒ、20Ｆｒ 各2 固定用タオル 1

固定用絆創膏 1

ＤＭＡＴ黄バック医療資機材

1

1
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切開縫合セット 1
速乾性手指消毒剤 1 　ペアン（直）：2
アルミシート 3 　コッヘル（直）：2
ステイプラー 2 　モスキートペアン（曲）：2
ポンプ用輸液回路 5 　クーパー型短鋏：1
成人用輸液回路 5 　持針器：1
小児用輸液回路 5 　有鈎摂子：1
三活付延長チューブ 5 　無鈎摂子：1
固定用スプリント 1 　筋鈎1A：1
消毒用綿球、摂子 各2 　ゾンデ：1
四つ折ガーゼ 10 　針　角　2/3/5：各1
八つ折ガーゼ 5 滅菌手袋　5.5/6/7/7.5 各1
平オムツ 2 消毒用綿球、摂子 各1
ネックカラー　成人/小児 各1 ディスポメス　No.11．10 各1
穴開きドレープ 2 穴開きドレープ 1
滅菌ドレープ 2 ガーゼ　八つ折（20） 1
尿道留置カテーテル　16Fr 2 ガーゼ　四つ折（20） 1
中心静脈路セット（ダブル） 2 スキンステイプラー 1
網包帯（中） 1 ナイロン縫合糸　3-0 2
ゴミ袋 1
針捨てBOX 1 胃管セット 1
ハザードバック 1 胃管　14/16/18F 各1

胃管用三方活栓 1
排液用バッグ 1
キシロカインゼリー 1
吸引用シリンジ 1
固定用絆創膏 1

ＤＭＡＴ緑バック医療資機材

1
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体外式自動除細動器（AED） 1
携帯型超音波診断装置（エコー） 1
移動用モニター（付属品含む）（※） 2
　モニター用充電コード 2
　モニター用予備バッテリー 2
輸液ポンプ（※） 2
　ポンプ用充電コード 2
携帯用吸引器 1
携帯型人工呼吸器（付属品含む）（※） 1
　（酸素駆動型人工呼吸器は酸素ボンベとの適合性を考慮）
　呼気終末CO2モニター　option 1
　ディスポーザブル人工蘇生器 10
バックボード 1
　バックボード用ストラップ 1
　固定用結束バンド（※※） 1
酸素ボンベ 2
　減圧弁・流量計付 2
簡易点滴台 2
毛布 2
担架 2
ターポリン担架 2

※モニター、輸液ポンプ、人工呼吸器、AED、携帯型吸引器については長時間
バッテリー駆動が可能なものが望ましい。

※※バックボードへの資機材固定用バンドについて（結束バンド）
結束バンド（インシュロック）は以下のものを推奨しますがこれに準ずるものであれば可能です。
メーカー　OHM（オーム）電機
名称　　　幅広ロックタイ
370mm　50本入り　結束内径102mm　引張強度54.4kg　幅7.6mm

ＤＭＡＴ標準医療機器・関連機材
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１チーム（隊員５名）を想定
区　分 品　名 数　量 備　考

モバイルパソコン 2台
　パソコン用予備バッテリー 1個
　パソコン用ＡＣアダプター 1式
　データカード・ルーター 2個
　ＬＡＮケーブル 2本
　ＵＳＢメモリースティック 1個 1Ｇ程度
モバイルプリンター 1台 プリンタードライバー付
　プリンター用ケーブル 1組
　プリンター用ＡＣアダプター 1式
　プリンター用紙 500枚
　プリンターインクカートリッジ 2組
小型プロジェクター 1台
　接続ケーブル 1式
デジタルカメラ 1台
　デジタルカメラ用充電器 1個
　パソコン接続ケーブル 1組
衛星携帯電話（データ通信対応機種） 1台 ＢＧＡＮ・ワイドスターⅡ等
　衛星携帯電話用予備バッテリー 1個
　衛星携帯電話用ＡＣアダプター 1式
　衛星携帯電話用外部アンテナ 1台
　衛星携帯電話アンテナ用延長ケーブル 1式
　衛星携帯電話用パソコン接続ケーブル 1式
トランシーバー 5台 可能であれば簡易業務用無線

　トランシーバー用充電器 5個
拡声器 1台
テーブルタップ 1個 3口（アース付）
電源プラグ変換器（3P-2P変換） 2個
携行用バッテリー（医療機器用） 1台
車載用ＡＣコンセント（インバーター） 1個
連絡先一覧 1冊 随時追加記載
ノート（筆記用具） 5冊
簡易白板用シート 1箱 ポリオフィン製
　ホワイトボードマーカー 10本 黒・赤・青
被災地域地図（広域：都道府県地図） 1冊
被災地域地図（詳細：市町村地図） 1冊
電波時計 1個
携帯ラジオ（可能であればワンセグTV） 1台
車載カーナビ（可能であればTV対応） 1台
ゴミ袋 20枚
ガムテープ 1個
トラテープ 1個
ロープ（10m程度） 1本
ティッシュペーパー 5箱
ウェットティッシュ 5個
荷造り紐 1個
毛布 5枚
寝袋 5個 冬季・寒冷地
ポリタンク（折りたたみビニール製） 1個
簡易トイレ 5個
懐中電灯 2個
道路地図 1冊

ＤＭＡＴ標準資機材（ロジスティクス関連機材）

通信機器
&

記録機器

生活用品
・

雑　品
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１チーム（隊員５名）を想定
区　分 品　名 数　量 備　考

被災地近隣地図 1冊
ブルーシート 1枚
万能ナイフ 1個
ビニールカッパ 5個
ごみ箱（針捨てBOX） 1個 感染性廃棄物用
タイヤチェーン 1組 冬季・寒冷地（スタットレス可）

ミネラルウオーター（500ｍｌ×24入り） 2箱
非常食（例：パン缶・惣菜缶等） 20食
インスタントコーヒー・お茶・味噌汁 1箱
カセットコンロ（簡易ストーブ） 1式
カセットコンロ用ボンベ 2個
やかん 1個
簡易食器 1式
紙コップ 20個
割り箸 50膳

※収納にあたっては、コンパクトで機能的なケース等を用いたパッキングを行うこと。

非常食

調理器具

生活用品
・

雑　品

ＤＭＡＴ標準資機材（ロジスティクス関連機材）
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資料９ ＤＭＡＴ現場携行用医薬品 

 

対象３人
区　分 薬品名 数　量 備　考

生理食塩液　500ｍｌ 3
リンゲル液　500ｍｌ 5
20%Ｄ-マンニトール注射液　300ｍｌ 1
7%炭酸水素ナトリウム注射液　250ｍｌ 1
7%炭酸水素ナトリウム注射液　20ｍｌ 5
生理食塩液　100ｍｌ 5
生理食塩液　20ｍｌ 10
5%ブドウ糖液　20ｍｌ 5
0.1%エピネフリン注シリンジ　1ｍｌ 5
2%塩酸リドカイン静注用シリンジ　5ｍｌ 3
0.05%硫酸アトロピン注シリンジ　1ｍｌ 3
臭化ベクロニウム静注用　10ｍｇ 3 毒　薬
塩酸ブプレノルフィン注　0.2ｍｇ 第2種向精神薬
ペンタゾシン注射液　15ｍｇ 第2種向精神薬
ミダゾラム注射液　2ｍｌ 5 第3種向精神薬
ジアゼパム注射液　5ｍｇ 5 第3種向精神薬
0.3%塩酸ドパミン注　600ｍｇ 1

0.5mol硫酸マグネシウム注射液　20ｍｌ 5
50%ブドウ糖液　20ｍｌ 4
塩酸ニカルジピン注射液　2ｍｇ 5

ジアゼパム坐薬　10ｍｇ 5
塩酸ベラパミル静注　5ｍｇ 3

10%ポビドンヨード液　250ｍｌ 1
1%リドカイン注射液（局所麻用）　10ｍｌ 10
注射用蒸留水　20ｍｌ 10

吸入 塩酸プロカテロールエアゾール　10μ　ｇ 1
スプレー ニトログリセリン舌下スプレー　0.3ｍｇ 1
麻薬 ※塩酸ケタミン静注用　200ｍｇ 1 麻　薬

※ＤＭＡＴ登録医師は麻薬施用者免許を受けることが望ましい。

ＤＭＡＴ標準薬剤リスト

細胞外液補充液

その他輸液

麻薬がないとき
どちらか10

2%塩化カルシウム注射液　20ｍｌ、または8.5%グル
コン酸カルシウム注射液　5ｍｌ

5

※「DMAT登録医師が麻薬施用者免許を受けた都道府県以外にＤＭＡＴとして出場する際に麻薬を携行・施用す
ることは差し支えない」との見解を厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係に確認済み（2011年5
月）

※規格違いや同種同効薬への変更については同程度の効果が得られるような濃度・本数を各施設で考慮して
下さい。また、災害の種類とフェーズに応じて必要な医薬品を各施設の判断で追加してください。

コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム静注用
125ｍｇ

5

蘇生薬剤一式

その他

ポリスチレンスルホン酸カルシウム　5ｇ、またはポ
リスチレンスルホン酸ナトリウム散　5ｇ

12

処置
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資料１０ 県災害医療本部に出務依頼する統括ＤＭＡＴ等の優先順位 

 

平成２８年４月１日現在 

【統括ＤＭＡＴ】 

優先順位 氏名 所属 

１ 山下  圭輔 自治医科大学附属病院 

２ 

加瀬  建一 

和氣  晃司 

長谷川 伸之 

林   堅二 

知久   毅 

済 生 会 宇 都 宮 病 院 

獨 協 医 科 大 学 病 院 

那 須 赤 十 字 病 院 

那 須 赤 十 字 病 院 

上 都 賀 総 合 病 院 

 

【ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員】 

優先順位 氏名 所属 

１ 林 洋克 済生会宇都宮病院 

２ 

古澤 順 

林 堅二 

根本 真人 

和氣 晃司 

菱沼 秀一 

坂庭 弘晃 

上 都 賀 総 合 病 院 

那 須 赤 十 字 病 院 

獨 協 医 科 大 学 病 院 

獨 協 医 科 大 学 病 院 

獨 協 医 科 大 学 病 院 

足 利 赤 十 字 病 院 

 

 

注１）本表は、県災害医療本部に出務依頼する統括ＤＭＡＴ等を選定するための目安であり、災害規

模、傷病者数の状況等により、優先順位によらず選定できるほか、複数名を同時に選定できる

ものとする。 

注２）また、災害時の状況により本表に記載のない統括ＤＭＡＴ等にも出務依頼することがある。 
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マニュアル様式－１ 
第   号  

平成  年  月  日  

 

栃木県知事 福 田 富 一  様 

 

                     住 所 

病院名 

                     病院長  

          
 

   栃木県ＤＭＡＴ指定病院の指定に係る申出書 

 

 このことについて、栃木県ＤＭＡＴ運営要綱第３条第３項の規定に基づき、栃木県ＤＭＡＴ指定病院と

して指定されるよう申し出ます。 
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マニュアル様式－２ 

 

医政第  号 
 

指 定 証 
 

名 称 
所在地 

 
栃木県ＤＭＡＴ指定病院として指定します。 

 
 
 
 
 

平成  年  月  日  
 

栃木県知事 福田 富一 印 
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マニュアル様式－３ 
 

栃木県ＤＭＡＴ登録者名簿 
病院名        Ｎｏ    

 
 

所  属 職 種 フリガナ 
氏  名 

生年月日 研修終了日 登録年月日 登録番号 備     考 

１ 
 

        

２ 
 

        

３ 
 

        

４ 
 

        

５ 
 

        

６ 
 

        

７ 
 

        

８ 
 

        

９ 
 

        

10 
 

        

注意事項 
統括ＤＭＡＴ研修、技能維持研修又はＤＭＡＴロジスティックチーム養成研修を修了した方につきましては、備考欄に研修の名称及び修了年月日を記載し

てください。 
記載欄が不足する場合には、頁を足して記載してください。 
新たに災害派遣医療チーム研修を修了した場合、隊員の異動等に伴い欠員が生じた場合等には、速やかに医療政策課あて御報告をお願いします。
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マニュアル様式－４                （県→ＤＭＡＴ指定病院） 

 

栃木県ＤＭＡＴ派遣要請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

（ＤＭＡＴ指定病院の長） 殿 

 

 

栃木県知事 

 

 

 災害等の発生に伴い、貴院からの栃木県ＤＭＡＴの派遣が必要と認められるので、栃

木県ＤＭＡＴ運営要綱に基づき、栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

  

記 

 

１ 派遣要請日時 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

２ 派 遣 先  

３ 参 集 場 所  

４ 被災地の状況  

５ 特 記 事 項 
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マニュアル様式－５     （ＤＭＡＴ指定病院→県・派遣要請があった消防機関等） 

 

県への栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書 

 

平成  年  月  日 

 

栃 木 県 知 事   殿 

（又は 派遣要請があった消防機関等の長）    

 

（ＤＭＡＴ指定病院の長） 

 

 栃木県ＤＭＡＴの派遣について、下記のとおり決定しましたので報告します。 

  

記 

 

□ 派遣します 

 

１ 派 遣 日 時 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

２ 派 遣 人 員 

医師       名 

看護師      名 

業務調整員    名    計   名 

３ 業務調整員連絡先  

４ 移 動 方 法  

５ 派 遣 先  

６ 参 集 場 所  

７ 被災地の状況  

８ 特 記 事 項 

 

 

 

 

□ 派遣できません 
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マニュアル様式－６ 

           （被災地の消防機関等→県・ＤＭＡＴ指定病院） 

 

栃木県ＤＭＡＴ派遣要請依頼書 

 

平成  年  月  日 

   

栃木県知事              殿 

（又は ＤＭＡＴ指定病院の長）    

 

（消防機関等の長） 

 

 下記のとおり災害等が発生したと見込まれるので、栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請され

るよう依頼します。 

（下記のとおり災害等が発生したと見込まれるので、栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請しま

す。） 

記 

 

１ 災害発生日時 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

２ 被 災 場 所 
       市・町・村       地 

（               災害現場） 

３ 被 災 状 況 

種  別 

交通災害（自動車・鉄道・航空機・船舶） 

爆発・崩壊・火災・水難・中毒(疑いを含む) 

NBC 災害(疑いを含む)・その他（     ） 

負傷者数 約      名と想定 

４ 被災地消防機関 

担当者（連絡先） 
 

５ 進 入 経 路  

６ 注意すべき事項 

（※参集場所等，特記

事項があれば記載） 
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マニュアル様式－７ 

           （被災地の消防機関等→県） 

 

栃木県ＤＭＡＴ派遣要請報告書 

 

平成  年  月  日 

 

栃 木 県 知 事   殿 

 

 

（消防機関等の長） 

 

 下記のとおり災害等が発生したため、栃木県ＤＭＡＴを要請したので報告いたします。 

  

記 

 

１ 派遣要請日時 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

２ 被災地消防機関 

担当者（連絡先） 
 

３ 派遣依頼病院名  

４ 派 遣 先 
        

 

５ 参 集 場 所  

６ 被災地の状況  

７ 特 記 事 項  
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マニュアル様式－８ 

           （県→派遣要請があった消防機関等） 

 

派遣要請があった消防機関への栃木県ＤＭＡＴ派遣報告書 

 

平成  年  月  日 

 

（派遣要請があった消防機関等の長）   殿 

 

 

栃 木 県 知 事 

 

 栃木県ＤＭＡＴ派遣要請があったことについて、下記のとおり報告します。 

  

 

  １ 派遣された       ２ 派遣されなかった 

 

１ 派遣要請日時 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

２ 派 遣 先 
        

 

３ 参 集 場 所  

４ 派遣病院名  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

マニュアル様式－９ 

 
栃木県ＤＭＡＴ派遣に関する協定書 

 

栃木県（以下「甲」という。）と病院（以下「乙」という。）とは、栃木県ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運

営要綱」という。）第３条第３項の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な事項を定めるものとする。 

 

（派遣要請等） 

第２条 甲は、運営要綱に基づき、栃木県ＤＭＡＴが出動し医療活動を行う必要が生じたときは、乙に対

して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を踏まえ、栃木県ＤＭＡＴの派遣が可能と判断した場合には、栃木県ＤＭＡＴを

派遣するものとする。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 栃木県ＤＭＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

２ 栃木県ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭＡＴ受

入に係る体制の中で活動するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、栃木県ＤＭＡＴの活動をする者の身分については、乙の管理下にあるも

のとする。 

 

（活動） 

第４条 栃木県ＤＭＡＴは、消防機関等と連携し、原則として被災地内で次の活動を行うものとする。 

（１） 情報収集伝達、トリアージ、救急医療等を行う。 

（２）  災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行う。 

（３） 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行う。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、前項の活動以外に、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に対する根治

的な治療を目的に消防機関等と連携し、被災地外への患者搬送を行う。 

３ 栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資機材の調達、生活手段等については、自ら 確保しなが

ら継続した活動を行うことを基本とする。 

 

（費用の弁償等） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した栃木県ＤＭＡＴが、前条に定める活動を県内で実施した場

合に要する次の費用を弁償するものとする。 

 （１） 栃木県ＤＭＡＴ派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等 

（２） 栃木県ＤＭＡＴが携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３） その他前２号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用 

 

（補償） 

第６条 甲は、乙が派遣した栃木県ＤＭＡＴが第４条に規定する業務に従事したことに伴う事故に対応す
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るため、隊員を傷害保険に加入させる。 

２ 第１項の傷害保険の掛金は、甲の負担とする。 

 

（体制の整備） 

第７条 乙は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡及び派遣体制の整備に努めるものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その都度甲乙が協

議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、契約締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、

その効果は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通を保有す

る。 

 

平成  年  月  日 

甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                栃 木 県 

                 知事 福田 富一     

 

 

 

 

              乙 ○○市○○ 

                ○○病院 

                 院長 ○○ 
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栃木県ＤＭＡＴ運営要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、県内外の地震、台風等の自然災害や、航空機、列車事故等の大規模な事故（以下

「災害等」という。）に、救出・救助部門と合同して救急治療を行うため、栃木県災害派遣医療チーム

（以下「栃木県ＤＭＡＴ」という。）の派遣に関して必要な事項を定め、災害時における医療救護体制

の充実強化を図る。 

（活動内容） 

 第２条 栃木県ＤＭＡＴは、消防機関等と連携し、原則として被災地内で次の活動を行うものとする。 

(1) 情報収集伝達、トリアージ、救急医療等を行う。 

(2) 災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行う。 

(3) 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行う。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、前項の活動以外に、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に対する根

治的な治療を目的に消防機関等と連携し、被災地外への患者搬送を行う。 

３ 栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自ら確保しなが

ら継続した活動を行うことを基本とする。 

（ＤＭＡＴ指定病院） 

 第３条 知事は、次に掲げる要件を満たす医療機関を「栃木県ＤＭＡＴ指定病院」（以下「指定病院」と

いう。）に指定することができる。 

(1) 病院として栃木県ＤＭＡＴを派遣する意思を持つこと。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な人員及び装備を持つこと。 

(3) 災害拠点病院の指定を受けていること。 

２ 前項の要件にかかわらず、知事は特に必要と認める医療機関を指定病院に指定することができる。 

３ 知事は、医療機関の申し出に従い、指定病院の指定を行うとともに、指定病院との間で「栃木県Ｄ

ＭＡＴ派遣に関する協定」を締結する。 

４ 知事は、前項による指定を行った際に、指定病院に対して指定証を交付する。 

５ 知事は、指定病院の長からの推薦に基づき、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修のほか知事が指定する研修

を受講した者について、栃木県ＤＭＡＴ隊員として栃木県ＤＭＡＴ隊員登録者名簿に登録する。 

６ 指定病院の長は、隊員に異動等があった場合には速やかに知事に対し報告し、また欠員が生じた場

合には、補充に努めることとする。  

（ＤＭＡＴの編成） 

第４条 栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴ隊員登録者名簿に登録のある者をもって編成する。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、１チーム当たり医師、看護師、業務調整員各１名の計３名を最小人員とし、概

ね５名の編成を基本とする。 

（派遣要請基準） 

 第５条 県内で災害等が発生した場合に、知事が栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する基準は、次のとおり

とする。 

(1) 災害等により多数の傷病者が発生すると見込まれる場合 

(2) 被災者の救出に時間を要するなど栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的であると認め

られる場合 

(3) 県内市町の長又は消防本部の長から栃木県ＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、栃木県ＤＭＡＴ

の派遣が適当であると知事が認めた場合 

２ 県外で災害等が発生した場合、知事は、被災都道府県又は国からの要請に基づき栃木県ＤＭＡＴの
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派遣を要請する。 

（派遣要請） 

 第６条 知事は、前条の派遣要請基準に照らし、栃木県ＤＭＡＴを派遣させることが必要であると判断

したときは、指定病院の長に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

２ 県内消防本部の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を満たすと判断

される場合には、指定病院の長に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請することができる。その場合、

消防本部の長は速やかに知事に派遣の要請の報告を行うこととする。 

３ 指定病院の長は、知事（前項前段の場合にあっては消防本部の長。）からの要請を踏まえ、栃木県Ｄ

ＭＡＴの派遣が可能と判断した場合には、速やかに知事（前項前段の場合にあっては知事及び消防本

部の長。）に報告するとともに、要請に従い栃木県ＤＭＡＴを派遣する。 

４ 指定病院の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を満たすと判断され

る場合には、知事からの要請を待たずに栃木県ＤＭＡＴを派遣することができる。その場合、指定病

院の長は速やかに知事に派遣の報告を行うこととする。 

 ５ 知事は、第２項又は前項の規定に基づく報告を受けた際は、速やかに派遣の必要性を判断し、必要

性が認められる場合には、知事からの派遣要請があったものとみなす。 

６ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの派遣要請を行う際には、関係機関と調整の上、栃木県ＤＭＡＴの想定さ

れる業務及び現場状況等の情報を指定病院に伝える。 

（活動報告） 

 第７条 指定病院の長は、現場での活動が終了した後、栃木県ＤＭＡＴ活動記録報告書により知事に報

告する。 

（研修等） 

 第８条 指定病院の長は、栃木県ＤＭＡＴ隊員の技術の向上等を図るため、院内外における研修、訓練

等に努める。 

２ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの技術の向上や活動の円滑化を図るため、研修、訓練等の企画及び実施に

努める。 

（ＤＭＡＴ連絡協議会） 

 第９条 知事は、連絡協議会を設置し、栃木県ＤＭＡＴの運用及び研修等についての検討並びに活動の

検証を行うものとする。 

（その他） 

 第１０条 その他栃木県ＤＭＡＴに係る事項については、別途知事が定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２１年１０月２３日から施行する。 

 

 附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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栃木県ＤＭＡＴ運用計画 

 

第１ 目的等 

 この計画は、栃木県ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第１０条の規定に基づき、栃木県Ｄ

ＭＡＴが災害等の発生時に効果的な活動を行うことができるよう具体的な運用等について定めるものであ

る。 

 

第２ 派遣要請の基本的な考え方 

(1) 知事は、運営要綱第５条の派遣要請基準に該当する場合は、現地に速やかに到着できる地域の指定

病院に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

(2) 災害の規模が甚大である、又は被害が広範囲に及ぶ等、栃木県ＤＭＡＴ１チームだけでは、効果的

な対応が困難な場合、複数の栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

 

第３ 派遣要請の目安等 

 運営要綱第５条第１項に定める派遣要請基準の適用の目安等を次のように定める。 

(1) 多数の傷病者の目安 

発生した災害等に起因して、重症者を含み２０名以上の死傷者の発生が見込まれる場合 

(2) 栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的と認められる場合の例 

ア 救出に時間を要する場合 

イ 被災現場でトリアージの必要性が認められる場合 

ウ クラッシュシンドロームが予想される場合 

エ 救命処置又は救出作業に伴う医療行為が必要とされる場合 

 

第４ 統括栃木県ＤＭＡＴ 

(1) 知事は、複数の栃木県ＤＭＡＴの派遣要請を行う場合には、そのうちの一つを統括栃木県ＤＭＡＴ

として指定する。 

(2) 統括栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴの医療活動全般に関する統括を行う。 

 

第５ 連絡体制等 

(1) 県及び各指定病院は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等を活用して栃木県ＤＭＡＴ

の活動に必要な情報の共有化を図る。 

(2) 知事は、必要に応じて、市町、消防機関、日本赤十字社栃木県支部等に対して情報を提供し、栃木

県ＤＭＡＴの活動の支援を要請する。 

  

第６ ＤＭＡＴ派遣本部 

 栃木県ＤＭＡＴを派遣した指定病院は、当該病院内にＤＭＡＴ派遣本部を設置し、次の業務を行う。 

ア 出動した栃木県ＤＭＡＴの活動の把握及び必要な支援 

イ 出動した栃木県ＤＭＡＴからの現地情報の収集 

ウ 収集した現地情報の県、国等への伝達 

エ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への情報入力 

 

第７ 局地的な災害時の対応 
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(1) 栃木県ＤＭＡＴは、市町等が設置する災害対策本部等に参集し、その指揮下で活動することを基本

とする。 

(2)  複数の栃木県ＤＭＡＴが派遣される場合、先着した栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴの活動の

責任者となり、情報収集、県との連絡調整及び後続の栃木県ＤＭＡＴとの調整等を行う。 

(3)  先着した栃木県ＤＭＡＴが、統括栃木県ＤＭＡＴでなかった場合、統括栃木県ＤＭＡＴが到着後、

速やかに業務を引き継ぎ、統括栃木県ＤＭＡＴの指示に基づき医療活動に当たるものとする。 

 

第８ 広域的な災害時の対応 

(1) 知事は、被災状況を踏まえて適切な災害拠点病院等に対してＤＭＡＴ現地病院本部の設置を依頼す

る。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴ及び他都道府県からの応援ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ現地病院本部に参集し、災害対策

本部等の指揮下で活動することを基本とする。 

(3) 先着した栃木県ＤＭＡＴは、統括栃木県ＤＭＡＴが到着するまでの間、ＤＭＡＴ現地病院本部の責

任者となる。 

(4) ＤＭＡＴ現地病院本部に先着した栃木県ＤＭＡＴが、統括栃木県ＤＭＡＴでなかった場合、統括栃

木県ＤＭＡＴが到着後、速やかに業務を引き継ぎ、統括栃木県ＤＭＡＴの指示に基づき医療活動に当

たるものとする。 

(5) ＤＭＡＴ現地病院本部は、次の業務を行う 

ア 県、市町及び消防本部等と連携した災害情報の収集及び伝達 

イ 各ＤＭＡＴの業務に係る調整 

ウ  必要な資器材の調達に係る調整 

エ  他都道府県ＤＭＡＴとの連絡調整 

オ  その他必要な業務 

 

第９ 県外における活動時の対応 

（1） 栃木県ＤＭＡＴは、被災都道府県、被災市町村又は厚生労働省の指揮下で活動することを基本と

する。 

（2） 県は、厚生労働省及び被災都道府県とＤＭＡＴの活動について協議し、その結果等を指定病院又

はＤＭＡＴ隊員に連絡する。 

 

第１０ 後方支援（ロジスティック） 

栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自ら確保しながら継

続した活動を行うことを基本とする。この場合において、県、消防機関及び医療機関等は、栃木県ＤＭＡ

Ｔの活動が効果的なものとなるよう可能な限り支援及び調整を行う。 

 

第１１ 県の役割 

 県は、栃木県ＤＭＡＴの運用について次の業務を行う。 

ア 派遣要請 

イ 国及び他都道府県へのＤＭＡＴ派遣要請 

ウ 指定病院等に対する栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な情報の提供 

エ 患者の搬送手段の確保等に関する調整及び情報提供 

オ その他関係機関との連絡に関する調整 
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附 則 

 この計画は、平成２１年１０月２３日から実施する。 

 


